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地域リハビリテーション支援拠点 報酬について

各種介護サービス  生活機能向上連携加算                                          確認フロー
介護予防訪問 
サービス（市独自） 

介護予防短時間通所サービス
（市独自） 

介護予防通所サービス
（国基準） 

居宅介護サービス等
（国制度）

単位数 （Ⅰ）100単位／３月 
（Ⅱ）200単位／月 
（Ａ）150単位／３月 
（Ｂ）250単位／月 
（Ｃ）350単位／月 

（Ⅰ）100単位／３月 
（Ⅱ）200単位／月 
（Ａ）150単位／３月 
（Ｂ）250単位／月 
（Ｃ）350単位／月 
※運動機能向上加算算定の場合は

単位が異なる

（Ⅰ）100単位／３月 
（Ⅱ）200単位／月 

※個別機能訓練加算算定の場合は１００単位 

算定 
期間 

（Ⅰ）初月の１か月のみ／３月・更新可
（Ⅱ）最大３か月・更新可
（Ａ）初月の１か月のみ／３月・更新不可
（Ｂ）（Ｃ）最大３か月・更新不可

（Ⅰ）初月の１か月のみ／３月・更新可
（Ⅱ）最大３か月・更新可

対象者 （Ⅰ）（Ⅱ）全利用者
（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）新規利用者、退院・退所者

（Ⅰ）（Ⅱ）全利用者

※地域リハビリテーション支援拠点は、新規利用者や退院・退所者の方を対象として支援
算定 
要件 

（Ⅰ・Ａ）リハビリテーション専門職（以下「リハ職」という）による助言 
（Ⅱ・Ｂ）リハ職との同行訪問かカンファレンスによる助言
（Ｃ）ケアマネを含めた３者訪問かカンファレンスによる助言

（Ⅰ）リハ職による助言 
（Ⅱ）リハ職との同行訪問かカンファレンスに

よる助言 

１ 訪問介護（ホームヘルプ） 
２ 通所介護（デイサービス）、 

地域密着型通所介護 
３ 認知症対応型通所介護 
４ 短期入所生活介護（ショートステイ） 
５ 特定施設入所者生活介護（介護付有料老人ホームなど）、

地域密着型特定施設入居者生活介護 
６ 介護老人福祉施設、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
７ 小規模多機能型居宅介護
８ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
９ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 
10 介護予防通所サービス（国基準） 

１ 介護予防訪問サービス（市独自） 
２ 介護予防短時間通所サービス 

（市独自） 

サービス事業所版 

※２００床以上の病院（川崎協同病院は（Ｉ）（Ⅱ）の算定は不可、（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の算定は可能。） 

（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ⅰ）（Ⅱ）の算定が可能な事業所 （Ⅰ）（Ⅱ）のみ算定が可能な事業所 

生活機能連携向上加算の対象サービス

いいえ

はい

介護予防訪問サービス、介護予防短時間通所サービス以外

介護予防訪問サービス
介護予防短時間通所サービス

いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえ いいえ

はい ※２か月目以降は、リハ職に報告して状況の確認を受けましたか。 はい
（状況の変化等により助言内容が変更となった場合は、新しい提供書に基づいて
計画を変更することが必要）

リハ職による助言 リハ職との同行訪問＊又は ケアマネを含めた３者訪問＊又は
訪問後のカンファレンスによる助言 訪問後のカンファレンスによる助言
＊①訪問の場合リハ職とサ責が自宅に同行訪問 ＊①訪問の場合ケアマネ、リハ職、サ責が自宅に
 ②通所・居住系の場合はリハ職が事業所・施設を 同行訪問
 訪問し、機能訓練指導員等が同席

又は、（Ⅰ）の算定も可能 又は、（Ⅱ）の算定も可能

リハ職による助言 リハ職との同行訪問＊又は訪問後の
カンファレンスによる助言
＊①訪問の場合リハ職とサ責が自宅に
同行訪問
 ②通所・居住系の場合はリハ職が事業所・
 施設に訪問し機能訓練指導員等が同席

加算の算定はありません。

サ責：サービス提供責任者

生活機能向上連携加算の対象となる事業所ですか。

生活機能向上連携加算
（Ⅰ）の算定が可能

生活機能向上連携加算
（Ⅱ）の算定が可能

どのような方法で助言を受けましたか

どのような方法で助言を受けましたか

新規利用者又は
退院・退所者ですか。

サービスの種別は何ですか。

地域リハビリテーション支援拠点から、
地域リハビリテーション支援・提供書を受け取り、

サービス計画に反映しましたか。

地域リハビリテーション支援拠点のリハ職による助
言を受けましたか。

リハ職：リハビリテ―ション専門職（理学療法士・作業療法士等）

加算の算定はありません。

地域リハビリテーション支援拠点から、
地域リハビリテーション支援・提供書を受け取り、

サービス計画に反映しましたか。

事業所・施設に訪問し、機能訓練指導員等が同席
   ②通所・居住系の場合はケアマネとリハ職が

地域リハビリテーション支援拠点のリハ職による
助言を受けましたか。

生活機能向上連携加算
（C）の算定が可能

生活機能向上連携加
算（A)の算定が可能

生活機能向上連携加算
（B）の算定が可能

START

生活機能向上連携加算（単位／月）
（A)150単位／３月 初月１か月のみ・更新不可
（B)250単位／月 最大３か月・更新不可
（C)350単位／月 最大３か月・更新不可
(Ⅰ)100単位／３月 初月１か月のみ・更新可
(Ⅱ)200単位／月 最大３か月・更新可

※地域リハビリテーション支援拠点は、新規利用者、退院・退所者の方を重
点的に支援

地域リハビリテーション支援拠点は基本的に更新

を行いません。（概ね、３か月間程度の支援）


